
□

公
立
大
学
の
管
理

●

運
営
間
題

は
じ
め
に

1
国
立
大
学
法
人
化
が
進
む
な
か
で
の
公
立
大
学
1

　
国
立
大
学
法
人
法
案
の
審
議
中
に
提
出
さ
れ
た
地
方
独
立
行
政
法

人
法
案
が
二
〇
〇
三
年
七
月
二
日
に
可
決
さ
れ
、
公
立
大
学
も
独
立

法
人
化
が
可
能
に
な
っ
た
。
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
表
現
は
国
立
大

学
の
場
合
と
い
さ
さ
か
進
め
方
が
異
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

独
立
行
政
法
人
と
い
う
意
味
で
は
国
立
大
学
と
同
じ
ス
タ
イ
ル
を
考

え
て
い
る
が
、
公
立
大
学
の
場
合
、
独
立
行
政
法
人
化
は
一
つ
の
選

択
肢
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
設
置
主
体
が
独
法
化
を
選
ば
な
け
れ

後
藤
宗
理

名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科

ば
現
行
ど
お
り
、
地
方
自
治
体
等
の
直
営
と
い
う
形
態
も
可
能
で
あ

る
。
公
立
大
学
は
元
来
設
立
主
体
が
多
様
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
（
地

方
公
共
団
体
）
あ
る
い
は
複
数
の
自
治
体
か
ら
な
る
事
務
組
合
、
広

域
連
合
の
い
ず
れ
か
が
設
置
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

国
立
大
学
の
法
人
化
が
国
立
大
学
法
人
法
と
い
う
一
つ
の
法
律
に
基

、
、
つ
い
て
進
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
公
立
大
学
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
大
学
を
設
置
す
る
自
治
体
が
条
例
に
基
づ
い
て
進
め
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
た
め
に
、
現
時
点
で
は
公
立
大
学
の
ゆ
く
え
は
明
確
で

は
な
く
、
大
学
の
数
だ
け
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
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国
立
大
学
法
人
化
が
マ
ス
コ
ミ
を
に
ぎ
わ
す
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
、
法
人
化
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
制
約
の
多
か
っ
た
諸
制
度
が
緩
や

か
に
な
り
、
大
学
の
管
理
運
営
の
自
由
度
が
増
す
と
い
わ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、
公
立
大
学
に
お
い
て
も
同
様
の
規
制
緩
和
を
歓
迎
す
る
向

き
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
立
大
学
法
人
の
全
体
像
が
は
っ
き
り
し

な
い
現
状
で
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
枠
組
み
の
下
で
の
公
立

大
学
法
人
が
唯
一
の
選
択
肢
な
の
か
、
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
公
立
大
学
と
し
て
も
法
人
化
に
対
し
て
検
討
を
重
ね
て

き
た
。
そ
の
結
果
が
地
方
独
立
行
政
法
人
法
に
反
映
さ
れ
て
い
る
部

分
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
学
長
を
代
表
者
と
し
大
学
を
会
員

に
学
ぶ
発
達
心
理
学
」
樹
村
房
●

屋
市
立
保
育
短
大
と
名
古
屋
市
立
女
子
短
大
、

中
心
に
し
た
改
組
統
合
作
業
に
加
わ
っ
て
以
来
、

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

協
の
理
事
長
を
勤
め
て
お
り
、

い
た
だ
け
れ
ば
、
幸
い
で
す
。 　

　
●
ご
と
う
・
も
と
み
ち
●
一
九
四
八
年
、
愛

　
知
県
生
ま
れ
●
後
藤
宗
理
・
大
野
木
裕
明
編

　
　
「
フ
リ
ー
タ
ー
　
そ
の
心
理
社
会
的
意
味
」

　
　
『
現
代
の
エ
ス
プ
リ
』
四
二
七
号
、
至
文
堂
。

　
後
藤
宗
理
編
「
看
護
場
面
に
学
ぶ
発
達
臨
床

　
心
理
学
」
樹
村
房
。
後
藤
宗
理
編
「
子
ど
も

　
　
　
一
九
九
三
年
、
当
時
勤
務
し
て
い
た
名
古

　
　
　
　
　
　
　
名
古
屋
市
立
大
学
教
養
部
を

　
　
　
　
　
　
　
　
大
学
問
題
に
深
く
か
か
わ

さ
ら
に
一
九
九
九
年
か
ら
、
名
古
屋
市
立
大
学
生

　
　
こ
れ
ら
の
経
験
を
本
文
中
か
ら
感
じ
取
っ
て

と
す
る
公
立
大
学
協
会
の
考
え
方
を
手
が
か
り
と
し
て
、
今
後
の
公

立
大
学
法
人
の
あ
り
方
と
問
題
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

□
　
公
立
大
学
と
地
方
自
治
体

　
二
〇
〇
二
年
現
在
、
都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市
、
一
般
都
市
、

事
務
組
合
、
広
域
連
合
を
設
立
団
体
と
し
た
公
立
大
学
は
七
十
五
大

学
あ
る
。
鎌
田
（
二
〇
〇
三
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
二
年
の
四
十
一
校

に
比
べ
る
と
、
十
年
間
で
三
十
四
校
（
一
・
八
倍
）
、
入
学
者
数
も
一

万
五
千
三
百
七
十
八
人
か
ら
二
万
四
千
二
百
七
十
六
人
（
一
・
六

倍
）
に
増
加
し
て
い
る
（
鎌
田
積
「
デ
ー
タ
に
み
る
日
本
の
公
立
大

学
」
I
D
E
四
五
一
号
五
四
－
六
二
頁
）
。
特
に
看
護
系
学
部
学
科

の
増
加
が
著
し
く
、
新
設
三
十
四
校
の
半
数
以
上
（
二
十
二
校
）
で
設

置
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
半
数
以
上
の
十
三
大
学
が
看
護
学
部
単

一
の
公
立
大
学
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
公
立
大
学
全
体
を
眺
め
れ
ば
、
大
都
市
圏
に
あ
る
大
規

模
総
合
大
学
、
地
方
都
市
に
あ
り
歴
史
も
あ
る
単
科
大
学
な
ど
内
容

は
多
様
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
筆
者
の
勤
務
す
る
名
古
屋
市
立
大
学
を
例
に
公
立
大

学
と
地
方
自
治
体
と
の
関
係
を
見
て
お
き
た
い
。

　
名
古
屋
市
立
大
学
は
医
学
部
、
薬
学
部
、
経
済
学
部
、
人
文
社
会
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学
部
、
芸
術
工
学
部
、
看
護
学
部
、
自
然
科
学
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー

と
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
院
研
究
科
か
ら
な
る
公
立
大
学
と
し
て
全
国
有

数
の
総
合
大
学
と
な
っ
て
い
る
。

　
学
則
第
一
条
（
目
的
）
に
は
「
名
古
屋
市
立
大
学
は
、
学
術
の
中
心

と
し
て
広
く
知
識
を
授
け
る
と
と
も
に
、
深
く
専
門
の
学
術
を
教
授

研
究
し
、
知
的
、
道
徳
的
及
び
応
用
的
能
力
を
展
開
さ
せ
、
も
っ
て

社
会
文
化
の
向
上
と
人
類
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
わ
が
国
の
ほ
と
ん
ど
の
大

学
が
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
公
立
大
学
に
お
い

て
は
、
設
置
者
で
あ
る
地
方
自
治
体
、
名
古
屋
市
立
大
学
の
場
合
に

は
名
古
屋
市
当
局
及
び
市
議
会
、
そ
し
て
名
古
屋
市
民
と
の
関
係
を

視
野
に
入
れ
た
、
地
域
と
の
連
携
、
地
域
住
民
の
生
活
や
福
祉
へ
の

貢
献
な
ど
を
第
二
の
目
的
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
さ
ら
に
、
名
古
屋
市
立
大
学
と
お
な
じ
名
古
屋
都
市
圏
に
あ
る
国

立
の
名
古
屋
大
学
、
名
古
屋
工
業
大
学
、
愛
知
教
育
大
学
と
の
関
係

は
も
と
よ
り
、
同
じ
公
立
大
学
と
し
て
愛
知
県
立
大
学
、
同
芸
術
大

学
、
同
看
護
大
学
の
三
大
学
の
動
向
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
大
学
は
い
ず
れ
も
学
部
・
研
究
科
の
専
門

分
野
が
微
妙
に
重
な
り
合
い
な
が
ら
こ
れ
ま
で
競
争
と
協
力
の
関
係

に
あ
っ
た
の
で
、
今
後
こ
れ
ら
の
大
学
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
将
来

構
想
を
打
ち
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
愛
知
県
下
に
あ
る
数
多
く
の
私
立
大
学
と
の
関
係
も
無
視
で

き
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
の
中
で
、
名
古
屋
市
立
大
学
の
将
来
を
考

　
　
　
　
　
　
　

砥
「

え
れ
ば
、
前
出
の
学
則
第
一
条
に
掲
げ
た
目
的
を
実
現
す
る
使
命
が

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
使
命
を
具
体
化
す
る
視
点
と
し
て
、
（
一
）
地

域
の
学
術
、
芸
術
、
文
化
、
健
康
増
進
活
動
の
核
と
な
っ
て
、
地
域

社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
、
（
二
）
国
際
化
へ
の
対
応
、
（
三
）
教
育
・
研

究
機
能
の
強
化
、
が
考
え
ら
れ
る
。
と
も
す
れ
ば
、
公
立
大
学
の
地

域
貢
献
が
地
元
出
身
学
生
の
優
遇
や
行
政
と
の
連
携
に
偏
り
が
ち
で

あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、
公
立
大
学
と
い
え
ど
も
、
知
名
度

を
上
げ
て
全
国
か
ら
優
れ
た
受
験
生
を
集
め
て
、
卒
業
後
地
元
に
定

着
さ
せ
る
と
い
う
戦
略
を
と
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
、
国
立
大
学
や
他
の
公
立
大
学
と
の
競
争
が
可
能
と
な

る
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
現
時
点
で
は
国
立
大
学
の
後
を
追
い
な
が
ら
、
ど
の

よ
う
な
特
徴
を
打
ち
出
す
か
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
国

立
大
学
が
地
方
自
治
体
と
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
地
域
社
会
と
の
連
携
は
公
立
大
学
の
役
割
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、

最
近
で
は
国
立
大
学
が
地
域
と
の
連
携
を
強
調
す
る
戦
略
を
と
り
始

め
て
い
る
。
従
来
公
立
大
学
は
こ
の
点
で
有
利
な
立
場
に
あ
っ
た
が
、

独
立
法
人
化
に
遅
れ
を
と
っ
た
分
だ
け
国
立
大
学
よ
り
も
不
利
な
状
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況
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
新
た
な
視
点
で
地
域
と
の
特

色
あ
る
連
携
を
打
ち
出
す
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

□
　
公
立
大
学
と
独
立
法
人
化

　
国
立
大
学
が
文
部
科
学
省
の
方
針
に
よ
っ
て
独
立
法
人
化
の
検
討

を
始
め
た
頃
、
公
立
大
学
は
い
ず
れ
わ
が
身
に
及
ぶ
と
は
い
え
そ
れ

は
数
年
先
の
こ
と
と
の
ん
び
り
構
え
て
い
た
節
が
あ
る
。
東
京
都
立

大
学
、
大
阪
市
立
大
学
、
横
浜
市
立
大
学
な
ど
代
表
的
公
立
大
学
は

と
も
か
く
ほ
と
ん
ど
の
公
立
大
学
に
お
け
る
取
り
組
み
は
い
さ
さ
か

テ
ン
ポ
が
遅
い
と
い
う
印
象
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
立
大
学
独
立

法
人
化
が
二
〇
〇
四
年
四
月
に
迫
り
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
案
が

可
決
さ
れ
た
現
時
点
で
は
、
公
立
大
学
も
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
同
じ
独
立
法
人
化
と
は
い
っ
て
も
、
国
立
大
学
が
大

学
の
た
め
の
単
独
の
法
律
（
国
立
大
学
法
人
法
）
に
よ
っ
て
い
る
の
と

は
異
な
り
、
公
立
大
学
は
法
律
上
、
他
の
行
政
機
関
の
独
立
法
人
化

と
同
じ
レ
ベ
ル
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
国
立
大
学
の
場
合

と
は
細
部
に
お
い
て
違
い
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
い
っ
そ
う
公
立
大
学

の
現
場
で
混
乱
と
躊
躇
を
生
む
原
因
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
公
立
大
学
が
独
立
法
人
化
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い

た
か
を
、
公
立
大
学
協
会
の
ま
と
め
（
二
〇
〇
三
）
に
基
づ
い
て
み
て

お
き
た
い
（
公
立
大
学
協
会
『
公
立
大
学
法
人
化
へ
の
取
組
み
（
概

要
）
』
）
。

　
ま
ず
、
公
立
大
学
法
人
化
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
次
の
四
点
を
挙

げ
て
い
る
。

ω
　
公
平
な
制
度
の
も
と
で
競
争
力
の
あ
る
大
学
を
つ
く
る

　
公
立
大
学
法
人
の
制
度
化
は
、
公
立
大
学
が
、
国
立
大
学
や
私
立

大
学
と
基
本
的
に
対
等
か
つ
共
通
の
制
度
的
前
提
を
獲
得
し
、
フ
ェ

ア
な
大
学
間
競
争
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
た
め
に
必
要
不
可
欠

な
条
件
整
備
で
あ
る
。

ω
　
自
律
的
な
運
営
に
よ
り
大
学
の
総
合
力
を
高
め
る

　
こ
れ
ま
で
の
自
治
体
直
営
方
式
で
は
、
大
学
と
い
う
組
織
の
特
性

が
十
分
に
保
障
さ
れ
な
い
面
が
存
在
。
法
人
化
に
よ
り
、
地
方
公
共

団
体
の
一
般
行
政
組
織
の
枠
組
み
か
ら
独
立
し
、
人
事
・
財
務
会
計

な
ど
の
自
主
・
自
律
性
を
も
っ
た
経
営
体
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
大

学
と
し
て
の
高
い
機
能
を
獲
得
し
、
効
率
的
な
運
営
を
行
う
こ
と
が

可
能
に
な
る
。

⑥
　
意
識
改
革
を
促
し
、
地
域
二
ー
ズ
に
こ
た
え
る
こ
と
の
で
き
る

大
学
を
つ
く
り
だ
す

　
大
学
の
法
人
化
は
、
単
に
設
置
制
度
の
改
変
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
各
公
立
大
学
の
設
置
理
念
の
確
認
や
見
直
し
、
大
学
運
営
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表1　公立大学協会の基本的考え方

1

2

3

4

5

6

7

8

法人化の選択

①公立大学が法人化することを可能とする法律の整備が不可欠。立法形態としては「公
　立大学法人法」の制定が最善。

②大学の特性に応じ、地方独立行政法人通則に対する特例等を法律に明記。

③公立大学の法人化は、各設置者と大学による自治的選択。

法人化の意義・目的

①国立大学や私立大学と対等かつ共通の制度的前提条件が必要。

②大学にふさわしい自主・自律的、かつ効率的運営が可能。

法人制度の法形式
①運営費交付金など財政的安定に関する事項、教員人事の扱い、中期目標・中期計画・

　評価システムなど、大学における教育研究活動の自主性の根幹に関わる事項は、共通
　の基本ルールを法律で規定。

②その他は、原則として条例・規則及び大学法人規則で規定。

設置形態

①各大学が法人格を取得する。

②1設置者に複数大学がある場合、そのまま「1設置者・複数大学法人」になるか、再
　編統合により「1設置者・1大学法人」になることが原則。
運営組織

　公立大学法人の内部の運営組織としては、国立大学法人と同様の仕組みとすることな
ど、基本的事項を法律に規定。

公立大学法人の長

　教育研究組織としての大学の長である学長が法人の長を兼務することが原則。特例と
して学長と法人の長を分離するタイプの場合は、両者の間に合理的なバランスが確保さ
れるよう法律で規定。

役員の選考

　大学法人の運営責任者となる学長の選考は、教員集団による投票を基礎としつつも、

適切に学外者の意見を反映する手続を踏むことが必要。

教員人事

教員の人事を大学自身が自主的自律的に行うことは、憲法上保障された「学問の自由」

　　の基本。このため教員人事の具体的な基準や手続を、各自治体の条例や大学法人規則に

　定める場合にも、この根本趣旨を尊重すべきことを一般原則として法律に規定。
9　教職員の身分

　①教員については、その勤務の特性に適合した制度とするために、非公務員型の採択を
　　前提に、必要にして十分な規律を制度化。
　②事務職員のうち、設置自治体からの派遣職員については、法人職員の間は非公務員型
　　とし、公務員身分との往還を可能にする体制を準備。
10　中期目標・中期計画

　①中期目標は大学の教育研究の自主性・自律性を尊重する観点から、各公立大学法人が
　　原案を作成し、設置者がこの原案を尊重しつつ、大学の教育研究等の特性に配慮して
　　定める。
　②中期計画は、各大学が最終的に確定した中期目標に基づき作成し、設置者が認可。

11評価体制
　①教育・研究に対する専門的評価を行う第三者評価機関については、文部科学省が評価
　　機関として認定した公的・準公的組織の中から設置者が選択。
　②設置者の行う総合評価については、専門的・中立的立場に立ち、大学法人に対する総
　　合的評価能力をもった公立大学評価委員会（仮称）を設置自治体ごとに必ず設置。

12財務会計
　①新制度における第一期中期計画開始年次の段階では、地方交付税交付金制度に基づく
　　　「基準財政需要額」と各自治体の一般財源から追加負担している額との合計からなる

　　現行の経常経費総額を保証。
　②学生納付金等については、条例により一定の枠組みを示し、その範囲内で各大学が自

　　主的に決定。
　③法人の長期借入を可能とする制度を確立、また長期借入金債務の処理と施設整備の仕

組みを作る。

（注）表中下線部分は、地方独立行政法人法で実現しなかった部分である。
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の
効
率
化
の
た
め
の
学
内
シ
ス
テ
ム
改
革
、
地
域
二
ー
ズ
の
反
映
貢

任
や
説
明
責
任
の
自
覚
、
目
標
・
計
画
・
評
価
シ
ス
テ
ム
の
確
立
な

ど
、
大
学
の
活
性
化
に
不
可
欠
な
制
度
改
革
や
意
識
改
革
を
呼
び
起

こ
す
。

＠
　
直
営
形
態
の
選
択
肢
を
残
し
、
法
人
化
へ
の
議
論
を
通
じ
改
革

へ
の
契
機
と
す
る

　
法
人
化
は
、
設
置
者
と
大
学
の
協
議
に
基
づ
く
自
治
的
決
定
に
委

ね
ら
れ
、
法
人
化
を
不
要
と
考
え
る
大
学
が
そ
の
意
に
反
し
て
法
人

化
を
迫
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
現
在
の
直
営
形
態
を
維
持
し
た
場
合
で
も
、
個
別
の
公
立
大
学
が

法
人
化
す
る
か
、
直
営
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
か
を
議
論
し
選
択
す
る

な
か
で
、
制
度
改
革
、
意
識
改
革
の
契
機
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き

る
。　

さ
ら
に
、
公
立
大
学
法
人
の
あ
り
方
に
関
連
し
て
、
公
立
大
学
協

会
は
表
1
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
基
本
的
主
張
と
し
て
ま
と
め
た

の
で
あ
る
。

　
以
下
の
項
で
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
的
考
え
方
が
地
方
独
立
行
政
法

人
法
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
実
現
し
な
か
っ
た

か
、
ま
た
問
題
点
は
何
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
原
稿
を
執
筆
し
て
い
る
時
点
で
は
、
国
立
大
学

法
人
の
姿
が
は
っ
き
り
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
公
立
大
学
法
人

の
将
来
像
も
描
き
に
く
い
。
た
と
え
ば
、
運
営
費
交
付
金
は
現
在
の

年
間
予
算
に
比
べ
て
ど
の
程
度
の
割
合
で
設
定
さ
れ
る
の
か
。
一
〇

〇
％
保
障
さ
れ
る
の
か
、
減
額
の
方
向
に
な
る
の
か
。
教
員
は
非
公

務
員
型
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
職
員
は
ど
う
な
る
の
か
。
何
よ
り
も

国
立
大
学
が
数
年
前
か
ら
準
備
し
た
上
で
二
〇
〇
四
年
四
月
に
独
立

法
人
に
な
る
の
に
対
し
て
、
公
立
大
学
の
場
合
、
二
〇
〇
五
年
四
月

に
独
立
法
人
化
に
踏
み
切
る
と
す
れ
ば
、
残
さ
れ
た
時
間
は
二
年
を

切
っ
て
い
る
。
準
備
に
は
時
間
だ
け
で
な
く
、
経
費
も
必
要
に
な
る
。

そ
の
経
費
を
予
算
化
す
る
た
め
に
は
実
施
前
年
度
に
経
費
を
予
算
化

す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
は
目
前
に
迫
っ
て
い
る
。

仮
に
必
要
経
費
は
大
学
内
部
で
の
や
り
く
り
で
、
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
と
し
て
、
事
務
局
サ
イ
ド
の
準
備
す
ら
ま
っ
た
く
手
付
か
ず
の

状
態
で
、
ど
の
よ
う
な
準
備
作
業
が
必
要
な
の
か
誰
も
分
か
っ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

□
　
地
方
自
治
体
と
地
方
独
立
行
政
法
人
化

　
地
方
独
立
行
政
法
人
法
通
則
第
二
条
で
は
、
　
「
地
方
独
立
行
政
法

人
と
は
、
住
民
の
生
活
並
び
に
地
域
社
会
及
び
地
域
経
済
の
安
定
等

の
公
共
上
の
見
地
か
ら
そ
の
地
域
に
お
い
て
確
実
に
実
施
さ
れ
る
こ
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と
が
必
要
な
事
務
及
び
事
業
で
あ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
が
自
ら
主

体
と
な
っ
て
直
接
に
実
施
す
る
必
要
の
な
い
も
の
の
う
ち
、
民
間
の

主
体
に
ゆ
だ
ね
た
場
合
に
は
必
ず
し
も
実
施
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
と
地
方
公
共
団
体
が
認
め
る
も
の
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に

行
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
法
人
を
い
う
」
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
と
地

方
独
立
行
政
法
人
と
の
関
係
は
、
表
2
の
財
産
的
基
礎
か
ら
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
出
資
者
は
地
方
公
共
団
体
に
限
定

さ
れ
る
。
ま
た
、
設
立
に
当
た
っ
て
は
、
議
会
の
議
決
が
必
要
で
あ

り
、
定
款
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
法
人
は
行
政
当

局
独
自
の
判
断
で
設
立
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
議
会
の
議
決
を
求

め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
人
の
作
成
し
た
定
款
の
内
容
が
行
政

当
局
や
議
会
の
意
向
と
一
致
し
な
い
場
合
に
は
調
整
が
必
要
に
な
る

だ
け
で
な
く
、
問
題
を
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
。

□
　
地
方
公
共
団
体
と
公
立
大
学
法
人

　
つ
ぎ
に
、
公
立
大
学
と
の
関
係
を
み
る
と
、
地
方
独
立
行
政
法
人

の
業
務
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
条
で
業
務
の
範
囲
を
定
め
て
い
る

が
、
特
に
「
大
学
の
設
置
及
び
管
理
を
行
う
こ
と
」
に
関
し
て
は
、

地方独立行政法人法のポイント（その1）表2

事項 内容

法人格 5条　地方独立行政法人は、法人とする。

財産的 6条　法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎

基礎 を有しなければならない。

2　地方公共団体でなければ、地方独立行政法人に出資することができない。

3　設立団体（地方独立行政法人を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。）は、

法人の資本金の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなけれ

ばならない。

4　法人に出資する場合において、金銭以外の財産をその目的とするときは、当該

財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価した価額とする。

設立 7条　地方公共団体は、法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定

款を定め、（以下略）

定款 8条　法人の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

1　目的　／　2　名称　／　3　設立団体　／　4　事務所の所在地

5　特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別

6　役員の定数、任期その他の役員に関する事項

7　業務の範囲及びその執行に関する事項
8　（略）／　　9　資本金、出資及び資産に関する事項　／　10公告の方法

11解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
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そ
れ
ぞ
れ
の
公
立
大
学
が
特
色
を
出
す
た
め
に
は
、
定
款
に
何
を

盛
り
込
む
か
が
重
要
で
あ
る
。
地
方
独
立
行
政
法
人
の
定
款
の
一
般

形
は
表
2
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
　
「
公
立
大
学
法
人
に
関
す
る
特
例
」
に
含
ま
れ
る
第
六

十
八
条
か
ら
第
八
十
条
ま
で
の
条
文
の
中
に
は
、
　
「
定
款
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
い
う
表
現
が
随
所
に
見
ら
れ
る
（
表
3
）
。

．
つ
ま
り
、
第
八
条
で
規
定
し
て
い
る
事
項
を
、
大
学
に
関
し
て
は
、

か
な
り
詳
し
く
別
に
定
め
る
こ
と
に
な
る
。

教
育
公
務
員
特
例
法
な
ど
と
の
関
係
か
ら
「
公
立
大
学
法
人
に
関
す

る
特
例
」
を
設
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
名
称
に
つ
い
て
も
、
地
方
独

立
行
政
法
人
で
は
な
く
「
公
立
大
学
法
人
」
と
い
う
名
称
を
使
用
す

る
（
第
六
十
八
条
）
。
さ
ら
に
、
第
六
十
九
条
で
は
、
「
設
立
団
体
は
、

公
立
大
学
法
人
に
係
る
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
を
行
う
に

当
た
っ
て
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
大
学
に
お
け
る
教

育
研
究
の
特
性
に
常
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
大
学

の
特
性
に
配
慮
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、

教
育
公
務
員
特
例
法
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
大
学
教
員
の
身
分
は

独
立
法
人
化
と
と
も
に
変
化
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
□
　
公
立
大
学
法
人
に
お
け
る
定
款

表3　地方独立行政法人法のポイント（その2）一定款に含まれる事項の例一

理事長の 71条　公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となる

任命の特 ものとする。ただし、定款の定めるところにより、当該公立大学法人が設

例等 置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するものと

することができる。
2　（略）

3　（前略）、選考機関（この項又は第五項の規定により学長となる理事長又は同
項に規定する学長を別に任命する大学の学長を選考するために、定款の定め
るところにより公立大学法人に当該公立大学法人が設置する大学ごとに設置
されている機関をいう。以下この章において同じ。）の選考に基づき行う。こ
の場合において、（中略）定款の定めるところにより、これらの選考機関の代

表者で構成する会議の選考に基づき行う。

（4　以下略）

72条　学長となる理事長の公立大学法人の成立後の最初の任命については、前条
第2項及び第3項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、設立
団体の長が任命するものとする。

2　学長を別に任命する大学の学長の公立大学法人の成立後の最初の任命につい
ては、前条第5項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、理事長

が任命するものとする。
3　（略）

審議機関 77条　公立大学法人は、定款の定めるところにより、当該公立大学法人の経営に
関する重要事項を審議する機関（次項において「経営審議機関」という。）

を置くものとする。
2　経営審議機関は、理事長、副理事長その他の者により構成するものとする。
3　公立大学法人は、定款の定めるところにより、当該公立大学法人が設置する

大学ごとに当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関（次項にお
いて「教育研究審議機関」という。）を置くものとする。

4　教育研究審議機関は、学長、学部長その他の者により構成するものとする。
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し
か
し
、
法
人
化
に
伴
う
最
大
の
問
題
は
定
款
の
目
的
に
何
を
掲

げ
る
か
、
業
務
の
範
囲
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
が
、
従
来
学
則
に
掲
げ
て
い
た
目
的
と
地
域
と
の
連
携
と
い

う
観
点
か
ら
見
た
公
立
大
学
の
役
割
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
し
か
も
、

国
立
大
学
が
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
地
域
と
の
連
携
を
意
識
し
て
こ
な
か

っ
た
が
、
法
人
化
に
伴
っ
て
地
域
と
の
連
携
を
前
面
に
打
ち
出
し
て

き
て
お
り
、
特
に
大
都
市
に
お
け
る
公
立
大
学
と
複
数
存
在
す
る
国

立
大
学
と
の
競
争
関
係
を
ど
の
よ
う
に
勝
ち
抜
く
か
は
こ
れ
か
ら
の

重
要
な
課
題
と
な
る
。

　
一
方
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
定
款
に
つ
い
て
は
議
会
の
議
決
が
必

要
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
設
立
団
体
や
議
会
と
の
調
整
を
最
小
限
に
押

さ
え
る
こ
と
が
可
能
な
定
款
に
し
て
お
く
こ
と
も
一
つ
の
方
法
で
あ

ろ
う
。□

　
公
立
大
学
法
人
に
お
け
る
管
理
運
営

　
公
立
大
学
法
人
の
特
例
と
い
う
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
六
十
八

条
以
下
に
お
い
て
国
立
大
学
に
準
じ
た
独
立
行
政
法
人
の
た
め
の
法

的
根
拠
が
整
理
さ
れ
た
。
し
か
し
、
国
立
大
学
の
場
合
と
完
全
に
一

致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
地
方
公
共
団
体
の
ほ
か
の
独
立
行
政

法
人
に
合
わ
せ
た
形
に
な
っ
て
い
る
た
め
か
、
肝
心
の
と
こ
ろ
で
期

待
通
り
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
は
、
国
立
大
学
が
文
部
科
学
省
と
い
う
所
管
省
と
の
関
係
に

お
い
て
法
人
化
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
公
立
大
学
は
地
方
自
治
体

と
の
関
係
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る
総
務
省
や
文
部
科
学
省
と
の

関
係
の
な
か
で
法
人
化
を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
違
い
だ
と
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
文
部
科
学
省
と
い
う
国
家
の
教
育
科
学
行
政
と
の

関
係
の
中
で
国
立
大
学
法
人
が
論
じ
ら
れ
る
の
に
比
べ
る
と
、
公
立

大
学
法
人
で
は
地
方
自
治
体
の
長
の
意
向
が
大
き
く
反
映
さ
れ
る
と

い
う
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
す
で
に
、
東
京
都
立
大
学
や
横
浜
市
立
大
学
に
お
け
る
独
立
法
人

化
の
動
き
お
よ
び
そ
れ
ら
の
大
学
と
自
治
体
首
長
と
の
緊
張
関
係
は

多
く
の
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
意
識
し
な
が
ら
、
管
理
運
営
の
問
題
を
考
え

る
と
、
理
事
長
、
役
員
会
な
ど
の
管
理
機
関
の
あ
り
方
は
大
き
な
問

題
点
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
国
立
大
学
で
は
、
理
事
長
と

学
長
は
同
じ
人
物
が
な
る
が
、
公
立
大
学
で
は
、
理
事
長
と
学
長
は

別
の
人
物
で
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
別
に
な
っ
た
場

合
は
学
長
が
副
理
事
長
に
な
る
と
し
て
い
る
。
理
事
長
と
学
長
が
一

致
し
て
い
る
場
合
と
一
致
し
て
い
な
い
場
合
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ

ッ
ト
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

　
一
方
、
学
長
選
考
機
関
、
経
営
協
議
機
関
、
研
究
教
育
協
議
機
関
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の
こ
れ
ら
執
行
機
関
は
学
内
か
ら
は
学
長
だ
け
が
規
定
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
以
外
の
構
成
員
の
規
定
は
明
確
で
な
い
。
規
定
さ
れ
て
い

な
い
か
ら
と
い
っ
て
学
外
の
者
が
半
数
以
上
を
占
め
る
事
態
は
、
現

状
に
比
べ
て
あ
ま
り
に
も
状
況
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
ま
で
の
説
明
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
式
の
形
態
を
と

る
こ
と
で
こ
れ
ま
で
大
学
運
営
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
硬
直
化

を
改
善
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
い
う
。
し
か
し
、
学
部
・
研
究

科
教
授
会
と
の
緊
張
関
係
は
増
大
す
る
と
思
わ
れ
る
。

□
　
中
期
目
標
と
評
価

　
中
期
目
標
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
に
お
い
て
も
教
育
研
究
機
関

と
し
て
な
じ
ま
な
い
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
公
立
大
学
法

人
に
お
い
て
も
、
地
方
独
立
行
政
法
人
で
は
中
期
目
標
の
期
間
を
「
三

か
ら
五
年
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
　
「
六
年
」
と
し
た
以
外
は
、

求
め
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
中
期
目
標
を
ど
う
明
確
化
す

る
か
は
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
中
期
目
標
に
基
づ
い
て
中
期
計
画
を
立
て
、
そ
の
計
画

に
盛
り
込
ま
れ
た
各
年
度
の
業
務
計
画
に
関
し
て
評
価
委
員
会
の
評

価
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
国
立
大
学
の
場
合
と
変
わ

り
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
評
価
委
員
会
の
構
成
や
権
限
に
つ
い
て
大

学
の
意
向
と
矛
盾
す
る
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
検
討
が
必

要
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
い
わ
ゆ
る
第
三
者
評
価
で
あ
る
認
証
評
価
機
関
に
よ
る

評
価
が
今
で
も
多
く
の
大
学
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
問
題
点
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
問
題

点
が
あ
る
。
一
つ
は
、
大
学
に
関
す
る
専
門
的
評
価
機
関
の
評
価
結

果
を
設
置
団
体
の
評
価
委
員
会
が
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
教
育
研
究
に
関
す
る
事
項
は
、
中
期
計

画
で
そ
の
成
果
を
評
価
で
き
る
も
の
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。
む
し

ろ
、
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
活
動
が
短
期
的
評
価
に
な
じ
ま
な
い

と
い
う
多
く
の
識
者
の
指
摘
は
、
大
学
人
共
通
の
認
識
で
あ
ろ
う
。

二
つ
め
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
大
学
基
準
協
会
、
大
学
学
位
授
与
機
構

な
ど
の
機
関
に
よ
る
大
学
評
価
を
受
け
て
い
る
が
、
評
価
を
受
け
る

ま
で
の
作
業
、
特
に
資
料
整
備
状
況
は
不
満
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
。

今
後
整
備
作
業
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、
専
門
的
な
資
料
整
備
体
制

が
作
ら
れ
な
け
れ
ば
、
評
価
を
受
け
る
た
め
の
作
業
に
忙
殺
さ
れ
る

部
署
が
出
て
き
て
、
本
来
の
趣
旨
で
あ
る
教
育
及
び
研
究
の
充
実
に

結
び
付
か
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
名
古
屋
市
立
大
学
の
現
状

を
考
え
る
と
、
評
価
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
蓄
積
す
る
文
化
が
大
学
に

育
っ
て
い
な
い
こ
と
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
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表4　地方独立行政法人法のポイント（その3）

中期目標等の

特例

78条　（略）

2　公立大学法人に係る中期目標においては、前項の規定により読み替えら

　　れた第25条第2項各号に掲げる事項のほか、教育及び研究並びに組織運

　　営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提

　供に関する事項について定めるものとする。

3　設立団体の長は、公立大学法人に係る中期目標を定め、又はこれを変更

　　しようとするときは、あらかじめ、当該公立大学法人の意見を聴き、当

　該意見に配慮しなければならない。

4　（略）

認証評価機関

の評価の活用

79条　評価委員会が公立大学法人について第30条第1項の評価を行うに当た

　　　っては、学校教育法（昭和22年法律第26号）第67条の3第2項に規定す

　　　る認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえること

　　　とする。

中期計画 26条　（前略）中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当

　　該中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）を作成

　　　し、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しよう

　　　とするときも、同様とする。

2　中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

　1　住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標

　　　を達成するためとるべき措置

　2　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

　3　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

　4　短期借入金の限度額

　5　重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

　6　剰余金の使途
　7　その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項
3　（以下　略）

企業会計原則 33条　法人の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計

　　原則による。

財務諸表等 34条　法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失

　　の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの

　　附属明細書（以下「財務諸表」という。）を作成し、当該事業年度の終了後

　　　3月以内に設立団体の長に提出し、その承認を受けなければならない。

2　（以下略）

借入金等 41条　法人は、認可中期計画の第26条第2項第4号の短期借入金の限度額の

　　範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事

　　　由があるものとして設立団体の長の認可を受けた場合は、当該限度額

　　　を超えて短期借入金をすることができる。

2　前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければなら

　　ない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その

　　償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、こ

　　れを借り換えることができる。

3　（略）　／　4　（略）

5　地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることができない。

　　ただし、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。

財源措置 42条　設立団体は、法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額

　　　の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
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□
　
財
務
お
よ
び
会
計

　
先
に
財
産
的
基
礎
の
項
で
み
た
よ
う
に
第
六
条
で
地
方
独
立
行
政

法
人
に
出
資
で
き
る
の
は
地
方
公
共
団
体
に
限
る
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
中
期
計
画
の
中
で
資
金
計
画
な
ど
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
表
4
）
。

　
こ
れ
ら
の
条
文
か
ら
明
ら
か
の
よ
う
に
、
財
源
は
設
立
団
体
か
ら

の
運
営
費
交
付
金
が
充
て
ら
れ
る
が
、
交
付
金
は
必
要
な
金
額
の
全

部
又
は
一
部
と
い
う
こ
と
か
ら
必
ず
し
も
全
部
が
交
付
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
ま
た
、
中
期
計
画
に
人
件
費
の
見
積
り
を
含
む
予
算
と

収
支
計
画
及
び
資
金
計
画
を
明
記
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
単
年
度
予
算
方
式
と
は
異
な
る
財
務
計
画
に
よ
る
運
営
を
求

め
ら
れ
て
い
る
点
は
、
国
立
大
学
法
人
と
同
じ
で
あ
る
。

　
名
古
屋
市
立
大
学
で
は
交
付
金
の
算
定
基
準
も
は
っ
き
り
し
な
い

段
階
で
、
法
人
化
に
伴
っ
て
三
億
五
千
万
円
の
経
費
増
が
必
要
と
い

う
こ
と
が
話
題
と
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
経
費
も
含
め
て
全

体
の
経
費
を
圧
縮
す
る
よ
う
な
予
算
を
設
置
団
体
は
計
画
す
る
だ
ろ

・
つ
。

　
一
方
、
資
金
計
画
に
関
し
て
は
、
増
収
策
に
知
恵
を
絞
る
こ
と
に

な
る
。
一
般
に
は
研
究
費
を
中
心
に
外
部
資
金
の
導
入
、
特
許
収
入
、

受
託
研
究
、
寄
附
講
座
、
債
券
の
発
行
、
広
告
収
入
、
施
設
使
用
料

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
地
方
独
立
行
政
法
人
法
で
は
法
人
独
自
で
債

券
発
行
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
長
期
的
に
は
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

設
立
団
体
が
大
学
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
資
金

計
画
を
利
用
す
る
恐
れ
が
全
く
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

□
　
教
員
か
ら
見
た
独
立
法
人
化

　
教
育
研
究
の
特
性
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
第
六
十

九
条
の
趣
旨
は
遵
守
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
一
般
独
立
行
政
法
人
の
職

員
は
い
わ
ゆ
る
非
公
務
員
型
と
な
る
点
で
従
来
と
比
べ
れ
ば
、
大
き

な
変
化
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
上
で
、
教
員
と
し
て
ど
の
よ

う
な
身
分
上
の
変
化
が
生
じ
る
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

　
す
で
に
、
第
七
十
七
条
（
審
議
機
関
）
に
つ
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、

従
来
と
同
じ
教
授
会
自
治
は
保
証
で
き
な
い
。
特
に
教
育
研
究
審
議

機
関
の
構
成
員
と
し
て
学
長
、
学
部
長
そ
の
他
の
者
と
あ
る
の
は
、

必
ず
し
も
教
授
会
構
成
員
を
想
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
構
成
員
の
中

身
を
ど
う
す
る
の
か
、
定
款
の
書
き
方
は
重
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
中
期
計
画
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
人
件
費
を
含
め
た
予
算

の
計
画
を
設
立
団
体
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
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た
が
っ
て
、
教
員
の
待
遇
に
つ
い
て
も
全
体
の
資
金
計
画
あ
る
い
は

予
算
と
の
関
係
で
変
わ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
教
員
に
と

っ
て
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
研
究
費
も
状
況
が
悪
化
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

　
現
時
点
で
は
全
体
と
し
て
、
教
育
条
件
、
給
与
体
系
、
勤
務
条
件

な
ど
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し

財
政
危
機
と
と
も
に
始
ま
っ
た
独
立
法
人
化
で
あ
る
。
研
究
費
な
ど

の
削
減
に
つ
ぐ
削
減
の
中
で
進
め
ら
れ
、
い
わ
ば
底
値
で
独
立
法
人

と
な
る
の
で
あ
る
。

　
今
ひ
と
つ
明
確
で
な
い
の
は
、
教
員
の
勤
務
条
件
で
あ
る
。
大
学

教
員
の
勤
務
条
件
に
は
緩
や
か
な
部
分
と
制
約
の
厳
し
い
部
分
が
あ

る
。
特
に
名
古
屋
市
立
大
学
を
例
に
と
れ
ば
、
国
立
大
学
や
県
立
大

学
よ
り
も
勤
務
条
件
が
厳
し
い
。
そ
れ
が
独
立
法
人
化
に
よ
っ
て
緩

や
か
に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
新
た
に
制
定
さ
れ
る
服
務
規
程
に
よ

っ
て
い
っ
そ
う
窮
屈
に
な
る
の
か
は
現
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
。
一

部
の
私
立
大
学
で
は
か
な
り
厳
し
い
制
約
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
り
、
ど
の
よ
う
な
例
に
倣
う
か
に
よ
っ
て
直
営
型
の
方
が
よ
か
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
状
況
に
あ
る
。

□
　
職
員
か
ら
見
た
独
立
法
人
化

　
現
在
公
立
大
学
に
勤
務
す
る
正
規
の
職
員
は
、
地
方
公
務
員
と
し

て
採
用
さ
れ
、
大
学
に
配
属
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
独
立
法

人
化
さ
れ
る
時
点
で
法
人
職
員
に
な
る
の
は
偶
然
に
過
ぎ
な
い
。
こ

の
点
を
設
置
団
体
は
十
分
に
理
解
し
、
設
置
団
体
と
法
人
と
の
間
を

往
還
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の

職
員
に
と
っ
て
、
大
学
と
い
う
配
属
先
は
長
い
職
員
生
活
の
一
こ
ま

に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
こ
と
が
国
立
大
学
に
比
べ
て
、
大
学
の
管
理
運

営
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
蓄
え
た
職
員
が
少
な
い
と
い
う
公
立
大

学
の
弱
点
を
表
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
今
後
は
設
置
団
体
か
ら
の
出
向
職
員
と
大
学
が
法
人
職
員

と
し
て
採
用
す
る
職
員
と
が
混
在
し
て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
場
合
の
勤
務
条
件
や
待
遇
に
関
し
て
の
調
整
が
必
要
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
職
員
と
い
っ
て
も
名
古
屋
市
立
大
学
の
よ
う
に
医
学
部
が

あ
り
、
付
属
病
院
を
持
っ
て
い
る
大
学
で
は
、
職
員
の
大
多
数
を
占

め
る
病
院
職
員
の
待
遇
に
つ
い
て
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
ど
の
程
度
検
討
さ
れ
て
い
る
の
か
、
公
立
大
学
七
十
五
大

学
の
う
ち
の
十
大
学
で
は
あ
る
が
、
該
当
職
員
数
か
ら
考
え
て
無
視

で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
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□
　
学
生
か
ら
見
た
独
立
法
人
化

　
学
生
、
特
に
受
験
生
か
ら
見
た
独
法
化
問
題
の
最
大
の
関
心
事
は

授
業
料
の
値
上
げ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
地
域
に
競
合
す
る
分
野
が
な
け

れ
ば
、
多
く
の
受
験
生
は
選
択
肢
が
限
ら
れ
る
の
で
授
業
料
が
選
択

の
決
め
手
に
な
る
ウ
エ
イ
ト
は
低
く
な
る
が
、
大
都
市
圏
に
あ
る
公

立
大
学
の
場
合
、
類
似
の
学
部
学
科
が
多
数
存
在
し
て
い
る
な
か
で

選
択
の
決
め
手
が
授
業
料
の
低
さ
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
そ
れ
が
、

運
営
上
値
上
げ
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
国
立
大
学
や
特
に
私
立
大
学
と

の
違
い
が
何
な
の
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
受
験
生
を
ひ
き
つ
け

る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

　
公
立
大
学
は
、
全
国
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
大
学
あ
た
り
の
学
生
数

が
少
な
い
い
わ
ゆ
る
少
人
数
教
育
に
適
し
た
環
境
に
あ
る
。
そ
れ
が

公
立
大
学
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。
仮
に
今
後
、
授
業
料
問
題
を
き
っ

か
け
と
し
て
私
立
大
学
と
同
じ
よ
う
な
規
模
の
拡
大
や
大
教
室
に
お

け
る
多
人
数
教
育
を
強
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
公
立
大
学
を
選
択
す
る

意
味
は
半
減
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
公
立
大
学
が
努
力
し
て
築
い

て
き
た
教
育
環
境
を
維
持
す
る
こ
と
が
、
学
生
に
と
っ
て
魅
力
あ
る

大
学
作
り
の
原
点
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
学
生
生
活
に
欠
か
せ
な
い
福
利
厚
生
の
例
と
し
て
大
学

生
協
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
多
く
の
大
学
生
協
が
福
利
厚
生

施
設
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
大
学
か
ら
便
宜
を
図
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
今
後
大
学
が
資
金
計
画
の
中
で
増
収
策
の

一
つ
と
し
て
大
学
生
協
に
水
道
光
熱
費
の
負
担
増
、
施
設
使
用
料
の

負
担
増
を
要
求
し
て
き
た
場
合
に
は
、
大
学
生
協
の
経
営
を
直
撃
す

る
だ
け
で
な
く
、
学
生
生
活
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
。

今
後
の
大
学
経
営
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ど
れ
だ
け
学
生
に
と
っ
て
魅
力

あ
る
学
習
・
生
活
環
境
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
点
を
忘
れ
た
将
来
構
想
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

□
　
名
古
屋
市
立
大
学
の
抱
え
る
問
題

　
最
後
に
名
古
屋
市
立
大
学
が
現
時
点
で
抱
え
る
問
題
点
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

　
公
立
大
学
は
地
方
自
治
体
が
設
立
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
全
国

レ
ベ
ル
で
の
位
置
づ
け
を
忘
れ
が
ち
で
あ
る
。
特
に
行
政
当
局
や
議

会
の
発
想
は
、
特
色
あ
る
大
学
作
り
が
わ
が
市
に
と
っ
て
ど
う
い
う

意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
全

国
レ
ベ
ル
で
の
必
要
性
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で

あ
る
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
国
立
大
学
が
地
域
と
の

連
携
を
打
ち
出
す
よ
う
に
な
っ
て
、
公
立
大
学
だ
け
が
地
域
の
大
学
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大学改革組織の比較一名古屋市立大学・名古屋大学一表5

名古屋市立大学 名古屋大学

大学制度検討委員会 組織改革検討委員会

学部教育（教養教育を含む）検討小委員会 目標・計画・評価小委員会（第一）

専門WG
大学院検討小委員会 組織・運営小委員会（第二）

組織に関するWG
学外交流検討小委員会 総長選考方法等に関するWG

人事・労務小委員会（第三）

組織人事検討小委員会 労務関連作業部会

人事制度作業部会

評価検討小委員会 財務・会計小委員会（第四）

予算編成・配分に関するWG

会計規程・資金管理に関するWG
附属病院小委員会（第五）

小委員会WG
法人制度検討小委員会（第六）

法人制度に関するWG
新組織創設等構想小委員会（第七）

法人化後の附置研・共同教育研究施設等検

討WG

で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
名
古
屋
市
立

大
学
で
も
将
来
構
想
を
明
確
に
し
、
大
学
内
外
に
示
す
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

　
名
古
屋
市
立
大
学
の
場
合
、
将
来
構
想
を
検
討
す
る
組
織
と
し
て

将
来
構
想
委
員
会
が
全
学
レ
ベ
ル
及
び
学
部
レ
ベ
ル
に
あ
る
が
、
現

在
は
む
し
ろ
、
大
学
制
度
検
討
委
員
会
で
の
検
討
が
主
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
組
織
は
表
5
に
示
す
よ
う
な
下
部
委
員
会
を
持
っ
て
い
る

が
、
独
立
法
人
化
に
つ
い
て
の
意
志
決
定
を
求
め
ら
れ
る
現
段
階
で

は
、
組
織
の
役
割
分
担
が
不
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
数
年
前
か
ら

独
立
法
人
化
に
向
け
て
準
備
し
て
き
た
名
古
屋
大
学
の
組
織
（
奥
野

信
宏
　
二
〇
〇
三
　
　
「
名
古
屋
大
学
の
法
人
化
準
備
に
つ
い
て
」
I

D
E
四
五
二
号
、
四
五
－
四
八
頁
）
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
緊
急
を

要
す
る
作
業
が
何
で
あ
る
か
は
明
白
で
あ
る
。

　
奥
野
が
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
東
海
・
北
陸
地
区
の
国
立
大
学
が

法
人
化
準
備
室
を
発
足
さ
せ
た
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
公
立
大
学
で
は
、

特
に
一
設
置
者
一
大
学
の
場
合
に
は
、
独
力
で
作
業
を
進
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
独
立
法
人
化
へ
の
移
行
が
理
論
的
に
は

二
〇
〇
四
年
四
月
か
ら
可
能
に
な
っ
た
今
、
準
備
不
足
は
否
め
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
国
立
大
学
法
人
の
姿
が
は
っ
き
り

し
な
い
現
時
点
で
は
、
拙
速
を
避
け
、
独
立
法
人
化
後
の
メ
リ
ッ
ト

・
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
十
分
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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